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水銀血圧計など水銀使用製品の処理について

次年度に向けての粗大ゴミ廃棄について
年度末が近づくにつれ、不要になった医療機器や机・ロッカーなどの什器類の処分にお困りの医療
機関様が増えてまいります。大型の備品は通常の回収では対応できず、院内スペースを圧迫してし
まうこともあります。
さらに、パソコンに混入するHDDやSSDなど個人情報を含む機器の廃棄は、情報漏洩のリスクから
慎重な対応が必要です。情報漏洩は、医療機関の信頼を大きく損なう重大な問題につながります。
当社では、こうしたお悩みにお応えするため、以下のサービスを提供しております。
・医療機器・什器類などの粗大ごみ回収・処分
・パソコン等の記録媒体を復元不可能な状態まで穿孔による物理破壊
・廃電池（バッテリー）や機密書類等
粗大ごみとデータ機器の処分をまとめて安心・安全に対応いたします。
マニフェストの他に廃棄証明書が必要な際にも、ぜひお気軽にご相談ください。

データ消去証明書も
発行致します。

2020年の「水銀に関する水俣条約」以降、製造や輸出入が原則禁止され、多くの医療現場で電
子式への移行が進みました。しかし、予備として倉庫に眠っていたり、処分方法がわからずそ
のままになっていたりすることはありませんか？
水銀は破損すると環境や人体に悪影響を及ぼす有害物質です。
弊社では、これら「水銀使用製品産業廃棄物」の安全な回収・運搬を積極的
に承っております。

「一台だけあるのだけど…」「液漏れが心配」といったご相談も大歓迎です。
この機会にぜひ一度、備品棚をチェックしてみてください。
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PRTR制度に関連する廃棄物処理法改正

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下廃棄物処理法）施行規則の一部改正により下記が
義務付けされました。

今回の廃棄物処理法改正のポイント
◎委託契約書に含まれるべき事項の追加（令和8年1月施行）
委託契約書には、必ず記載しないといけない法定記載事項があります。

  今回の改正で特定の事業者との委託契約書に”廃棄物に含まれる化学物質の情報”を記載す 
  ることが追加されました。

対象かどうかの簡易チェック。※以下項目に該当しなければ対象外です。
☐ 従業員21名以上
☐ 大量の化学物質（1t以上など）を扱う事業者
☐ 非鉄金属製造業・写真業・医療業など 全２４業種
☐ 特定施設を保有している

今回の法改正で実施対象となるのは「PRTR対象事業者」のみです。
詳しい制度内容や対象となる事業者の定義などは、経済産業省や環境省のホームページ等に
公表されておりますので、そちらもご確認頂ければと存じます。

日々廃棄物処理法等の産業廃棄物に関連する法改正がある際には、いち早くお取引様にはご
案内できるよう、今回のような情報は今後も定期的に発信していきたいと思います。

施行規則第八条の四の二第六号 環境省令第 15号
・第一種指定化学物質が含まれ、又は付着している場合には、その旨。
・当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合。

そもそもPRTR法とは？
正式名称は【特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律】
※化管法、化学物質排出把握管理促進法とも呼ばれます。
化学物質が「どれだけ環境に排出・移動しているか」を事業者が国に届け出る制度です。

【対象】 第一種指定化学物質取扱業者※ホルムアルデヒド・キシレン・クレゾール・六価クロム・クロロホルムなど
           ５１５種類 環境省「第一種して化学物質一覧」参照
【内容】 排出量の把握、SDSによる情報伝達
【目的】 有害な化学物質がどれだけ環境に出ているかを“見える化”し、事業者が安全に管理できるようにする。

なぜPRTR法と廃棄物処理法がつながるのか？
PRTR法で把握した化学物質の情報を、 廃棄物処理の現場まで確実に伝えるためです。これにより、処理業者の
安全確保、化学物質事故の防止、企業の化学物質管理レベル向上が期待されます。
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